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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再帰反射性物品であって、
　１７５０ＭＰａ以上の弾性率と２０μｍ～１０００μｍの厚さとを有する１つのみの本
体層と、
　複数の切頭キューブコーナー素子と、
　前記本体層と前記キューブコーナー素子との間の１つのみのポリマー層と、を含み、前
記ポリマー層が１７５０ＭＰａ未満の弾性率と０．２５μｍ～５μｍの厚さと１５％未満
の結晶化度とを有する、再帰反射性物品。
【請求項２】
　前記本体層が二軸延伸され、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレー
ト、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリカーボネート、アクリルコポリマー、
及びポリウレタンのうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の再帰反射性物品。
【請求項３】
　前記本体層が少なくとも２５００ＭＰａの弾性率を有し、前記ポリマー層が１５００Ｍ
Ｐａ未満の弾性率を有する、請求項１～２のいずれか一項に記載の再帰反射性物品。
【請求項４】
　前記ポリマー層が、ポリ（エチレンテレフタレート）とポリ（エチレンナフタレンジカ
ルボキシレート）とのコポリマー、１，４－シクロヘキサンジメタノール含有ポリ（エチ
レンテレフタレート）コポリエステル（ＰＥＴＧコポリエステル）、１，４－シクロヘキ
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サンジメタノール含有ポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）コポリエステル（
ＰＥＮコポリエステル）、８０：２０のテレフタレート／イソフタレートＣｏＰＥＴ、ポ
リカーボネート、ポリ塩化ビニル、エチレンアクリル酸、エチレンビニルアセテート、ポ
リウレタン、ＵＶ硬化アクリレート若しくはＵＶ硬化エポキシアクリレートポリマー、又
はこれらの分散体のうち少なくとも１つを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の再
帰反射性物品。
【請求項５】
　請求項１記載の再帰反射性物品を形成する方法であって、
　（ａ）１７５０ＭＰａ以上の弾性率と２０μｍ～１０００μｍの厚さとを有する１つの
みの本体層と、
　（ｂ）１７５０ＭＰａ未満の弾性率と０．２５μｍ～５μｍの厚さと１５％未満の結晶
化度とを有する１つのみのポリマー層と、
を含む基材を提供することと、
　前記基材の前記ポリマー層上に複数の切頭キューブコーナー素子を形成することと、を
含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、概して、再帰反射性物品及び再帰反射性物品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　再帰反射性物品は、材料に入射した光を発光源に戻す方向に転換できる機能を特徴とす
る。この特性により、例えば、交通安全及び個人の安全用途に使用されるシート状の再帰
反射性物品が、幅広い用途で使用されるようになっている。再帰反射性シート材は、一般
に様々な交通制御物品、例えば、道路標識、バリケード、ナンバープレート、路面表示、
及びマーキングテープ、並びに車両及び衣類用の再帰反射性テープに用いられる。
【０００３】
　キューブコーナーシート材は、再帰反射性シート材の１種であり、プリズムミラー、マ
イクロプリズムミラー、三面鏡、又は内部全反射シート材と呼ばれることがある。この種
の再帰反射性シート材は、典型的には、入射光を再帰反射する多数のキューブコーナー素
子を含む。再帰反射性シート材は、典型的には、略平面状の前面と、裏面から突出してい
るキューブコーナー素子の配列とを有する。キューブコーナー反射素子には、一般に、単
一のコーナーですなわちキューブコーナーで交わる、３つの相互にほぼ垂直な横方向面を
有する、三面構造が含まれる。使用する際、再帰反射器は、通常、意図される観察者及び
光源の予想位置にその前面を向けて配置される。前面上に入射した光は、シートに入り、
素子の３面のそれぞれによって反射されてシートの本体を通過し、実質的に光源と平行な
方向へ前面から出るようになっている。
【０００４】
　このようなプリズム状キューブコーナーシート材の一製造方法は、例えば、米国特許第
３，６８９，３４６号（Ｒｏｗｌａｎｄ）及び米国特許第５，６９１，８４６号（Ｂｅｎ
ｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ）に記載されている。上記特許は、概して、複製される凹状の成形表
面に架橋可能な部分重合された樹脂を堆積させ、この樹脂を化学光又は熱に曝露させて樹
脂を固化することにより、キューブコーナー再帰反射性物品を連続して複製する方法を記
載している。このプロセスは、材料が堆積された後に硬化されるため、「注型硬化（cast
 and cure）」と呼ばれることが多い。この製造方法の欠点は、得られるシート材のキュ
ーブコーナー素子が、固化又は硬化中に、比較的高度の収縮を示し、それにより、キュー
ブコーナーの微細構造に光学的欠陥、すなわち光の散乱を生じさせるキューブコーナー面
同士に角度変化が生じ、所望する最大限の再帰反射性が得られないことである。（例えば
、収縮の影響、離型時の変形、又は熱的若しくは機械的応力による変形のために）複製さ
れたキューブコーナー素子面同士の角度を制御及び維持できない場合、再帰反射効率に著
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しく影響を及ぼす。キューブコーナー形状の制御及び維持をわずかでも欠くと、結果とし
て得られる再帰反射効率に著しく悪影響を与え得る。
【０００５】
　米国特許第５，９８８，８２０号（Ｈｕａｎｇ　ｅｔ　ａｌ）は、高弾性率のキューブ
と低弾性率の本体層について記載している。この組み合わせは、シート材の屈曲性が高く
、実質的に再帰反射性の損失を伴わないため、有利である。キューブコーナー素子は、曲
げ時に極度の寸法安定性を示し、それにより、適合時に良好な再帰反射性能をもたらす。
この寸法安定性及び良好な再帰反射性能は、高温で維持され得る。しかしながら、低弾性
率の本体層の使用は、注型硬化の製造プロセスでは効果的ではない。他方で、低弾性率の
本体層を使用して、注型硬化の加工を可能にするには、キャリア（例えば、ポリエステル
キャリア）の使用が必要となる。キャリアを用いない場合、曲げ伸ばし加工中に低弾性率
の本体層が過剰に引き伸ばされる。
【０００６】
　米国特許第６，３２５，５１５号（Ｃｏｄｅｒｒｅ　ｅｔ　ａｌ）及び第７，３２９，
４４７号（Ｃｈｉｒｈａｒｔ　ｅｔ　ａｌ）は、ＰＥＴ及びＣＯＰＥＴを含む「二層」オ
ーバーレイ層について記載している。この特許のオーバーレイ層は、その下の光学構造体
（例えば、キューブコーナー素子）を環境から保護する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願の発明者らは、所望の輝度（すなわち再帰反射性）を有する再帰反射性物品を形成
するため、注型硬化の加工が可能であり、十分なキューブコーナー素子の忠実度を有する
、低コストかつ柔軟性のある再帰反射性物品の必要性を認識した。本願の発明者らは、本
体層と切頭キューブコーナー素子との間に低弾性率のポリマー層を含む再帰反射性物品を
形成することにより、これらの目標全てを実現し得ると考えた。ポリマー層は、弾性率が
１７５０ＭＰａ未満であり、本体層は、弾性率が１７５０ＭＰａ超である。発明者らは、
低弾性率を有するポリマー層を包含することは、加工中に物品にかかる応力のうち少なく
とも一部を吸収、放散、及び／又は調整することを認識した。これらの応力は、注型硬化
の加工時に特に高くなる。したがって、忠実度の改善されたキューブコーナー素子を形成
することができる。その結果、低弾性率を有するポリマー層を含む再帰反射性物品は、低
弾性率のポリマー層のない再帰反射性物品と比較して、向上した輝度を有する。
【０００８】
　いくつかの実施形態は、（１）１７５０ＭＰａ以上の弾性率を有する本体層、（２）複
数の切頭キューブコーナー素子、及び（３）本体層とキューブコーナー素子との間のポリ
マー層を含み、ポリマー層が１７５０ＭＰａ未満の弾性率を有する、再帰反射性物品に関
する。
【０００９】
　いくつかの実施形態は、（１）（ａ）１７５０ＭＰａ以上の弾性率を有する本体層、及
び（ｂ）１７５０ＭＰａ未満の弾性率を有するポリマー層を含む基材を提供すること、並
びに（２）切頭キューブコーナー素子がポリマー層と隣接するように、複数の切頭キュー
ブコーナー素子を基材上に形成することを含む、再帰反射性物品の形成方法に関する。い
くつかの実施形態は、複数の切頭キューブコーナー素子上に鏡面反射層を形成することを
更に含む。いくつかの実施形態では、基材の本体層及びポリマー層は共押出される。いく
つかの実施形態では、基材の本体層及びポリマー層は共押出され、二軸延伸される。いく
つかの実施形態では、本体層及びポリマー層は吹込みフィルム加工により作製される。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、本体層は少なくとも２３００ＭＰａの弾性率を有する。いく
つかの実施形態では、本体層は少なくとも２５００ＭＰａの弾性率を有する。いくつかの
実施形態では、本体層は少なくとも２７００ＭＰａの弾性率を有する。いくつかの実施形
態では、本体層は３０００ＭＰａ超の弾性率を有する。いくつかの実施形態では、本体層



(4) JP 6890011 B2 2021.6.18

10

20

30

40

50

は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ＰＥＴ（ポリエチレン
テレフタレート）、ポリカーボネート、アクリルコポリマー、及びポリウレタンのうち少
なくとも１つを含む。いくつかの実施形態では、本体層は二軸延伸される。いくつかの実
施形態では、本体層は、約２０μｍ～約２５００μｍの厚さを有する。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、切頭キューブコーナー素子は、約１．８ミル（４５μｍ）～
約２．５ミル（６３．５μｍ）の平均高さを有する。いくつかの実施形態では、隣接する
切頭キューブコーナー素子は、ランド層によって分離されている。いくつかの実施形態で
は、切頭キューブコーナー素子は、別個の切頭キューブコーナー素子である。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層は１７５０ＭＰａ未満の弾性率を有する。いくつ
かの実施形態では、ポリマー層は１５００ＭＰａ未満の弾性率を有する。いくつかの実施
形態では、ポリマー層は１３００ＭＰａ未満の弾性率を有する。いくつかの実施形態では
、ポリマー層は１１００ＭＰａ未満の弾性率を有する。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層は、ポリエチレン、ビニル、エチレンアクリル酸
、又はポリウレタンのうち少なくとも１つを含む。いくつかの実施形態では、ポリマー層
は、二軸延伸されたポリマーを含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層は非晶質であり、２０％未満の結晶化度を有する
。いくつかの実施形態では、ポリマー層は１５％未満の結晶化度を有する。いくつかの実
施形態では、ポリマー層は１０％未満の結晶化度を有する。ポリマー層中に非晶質ポリマ
ーが存在する実施形態では、ポリマー層に使用する例示的なポリマーとして、ポリ（エチ
レンテレフタレート）とポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）との非晶質コポ
リマー；１，４－シクロヘキサンジメタノール含有ポリ（エチレンテレフタレート）コポ
リエステル（ＰＥＴＧコポリエステル）；１，４－シクロヘキサンジメタノール含有ポリ
（エチレンナフタレンジカルボキシレート）コポリエステル（ＰＥＮコポリエステル）；
ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル；ポリ（エチレン－コ－アクリル酸）；ポリ（エチレ
ン－コ－ビニルアセテート）；ポリカーボネート；ＰＭＭＡ；非晶質コポリエステル（例
えば、ポリエチレンテレフタレートグリコール（ＰＥＴＧ）、ポリシクロヘキシレンジメ
チレンテレフタレートグリコール（ＰＣＴＧ）、ポリ（１，４－シクロヘキシレンジメチ
レン－１，４－シクロヘキサンジカルボキシレート）（ＰＣＣＤ）、イソフタレートコポ
リマー、コポリエステルエーテル（例えば、Ｅａｓｔｍａｎ　ＮＥＯＳＴＡＲ（商標）エ
ラストマー、ＦＮ００５、ＦＮ００６、及びＦＮ００７、並びにＥＣＤＥＬ（商標）エラ
ストマー、９９６５、９９６６、及び９９６７（米国特許第２００９０１３０６０６１４
４号（Ｂａｃｏｎ）にも記載）））、８０／２０のＣｏＰＥＴ（テレフタレート／イソフ
タレート）、並びにＰＥＴ／ＣｏＰＥＴ（６０／４０のテレフタル酸／セバシン酸ＣｏＰ
ＥＴ）が挙げられる。いくつかの実施形態では、ポリマー層は、ポリ（エチレンテレフタ
レート）のホモポリマーを含まない。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層は、約０．２５μｍ～約４ミル（１０１μｍ）の
厚さを有するいくつかの実施形態では、ポリマー層は、約５μｍ～３ミル（７６μｍ）の
厚さを有する。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層とキューブコーナー素子とは、相互侵入網目構造
を形成する。いくつかの実施形態では、実質的なポリマー層は約４５℃～１６０℃の軟化
点を有する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、物品は、別個の切頭キューブコーナー素子と接触する感圧性
接着剤層を更に含み、この感圧性接着剤層は、少なくとも１つの別個のバリア層を含む。
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いくつかの実施形態では、再帰反射性物品は、キューブコーナー素子と隣接する鏡面反射
層を更に含む。いくつかの実施形態では、物品は少なくとも２５０カンデラ／ｌｕｘ／ｍ
２の輝度を有する。いくつかの実施形態では、再帰反射性物品は、高速道路標識物品、道
路標識物品、ナンバープレート用シート材、ナンバープレート、個人用保護具、個人用安
全衣類、被視認性物品、車両警告物品、又は布コーティング物品のうちの１つである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本体層及び低弾性率のポリマー層を含む基材の断面側面図である。
【図２】複数の切頭キューブコーナー素子に隣接する、図１に示す基材を含む再帰反射性
物品の断面側面図である。
【図３】鏡面反射層又はコーティングに隣接する図２の物品を含む、再帰反射性物品の断
面側面図である。
【図４】ランド層によって分離された複数の切頭キューブコーナー素子に隣接する、図１
の基材を含む再帰反射性物品の断面側面図である。
【００１９】
　図は、必ずしも原寸に比例していない。図中用いられる同様の数字は、同様の構成要素
を示す。しかしながら、所与の図中の構成要素を指す数字の使用は、同一数字を付された
別の図中の構成要素を限定するものではないことが理解されよう。
【００２０】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を構成し、１つの例示的な特定の実施形態が例
として示されている添付の図面を参照する場合がある。他の実施形態が企図され、本開示
の範囲又は趣旨から逸脱することなく実施され得ることを理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　様々な実施形態及び履行について詳細に説明する。これらの実施形態及び実施態様は、
いかなる場合も本出願の範囲を限定するものとして解釈されるべきではなく、本開示の趣
旨及び範囲から逸脱せずに、変更及び修正を行うことができる。例えば、実施形態、実施
、及び例の多くは再帰反射性シート材を具体的に参照して説明されているが、本特許出願
の範囲をこの１つの代表的な実施に限定するように解釈されるべきではない。更に、いく
つかの最終用途のみを本明細書で説明しているが、本明細書に記述されていない最終用途
も本特許出願の範囲内に含まれる。したがって、本特許出願の範囲は、その請求項によっ
てのみ決定されるべきではない。
【００２２】
　本発明で使用する場合、「シート材」はポリマー（例えば、合成）材料の薄片を意味す
る。シート材は、任意の幅及び長さであってよく、このような寸法は、シート材が作製さ
れた設備（例えば、工具の幅、スロットダイオリフィスの幅など）によってのみ制限され
る。再帰反射性シート材の厚さは、通常、約０．００４インチ（０．１０１６ｍｍ）～約
０．１０インチ（２．５４ｍｍ）の範囲である。いくつかの実施形態では、再帰反射性シ
ート材の厚さは、約０．０１２インチ（０．３０４８ｍｍ）未満である。いくつかの実施
形態では、再帰反射性シート材の厚さは、約０．０１０インチ（０．２５４ｍｍ）未満で
ある。再帰反射性シート材に関して、幅は、通常、少なくとも１２インチ（３０ｃｍ）で
ある。いくつかの実施形態では、幅は少なくとも４８インチ（７６ｃｍ）である。いくつ
かの実施形態では、シート材は、最大５０ヤード（４５．５ｍ）～１００ヤード（９１ｍ
）の長さにわたって連続し、シート材は取り扱いに便利なロール状で提供される。ただし
、シート材はロール状ではなく個々のシート材として製造してもよい。このような実施形
態では、シートが完成品の寸法に対応していることが好ましい。例えば、再帰反射性シー
ト材は、米国標準標識の寸法（例えば、３０インチ×３０インチ（７６ｃｍ×７６ｃｍ）
）を有してよく、したがってシート材の作製に用いられる微細構造工具は、これとほぼ同
一寸法であり得る。
【００２３】
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　本開示は、概して、本体層と切頭キューブコーナー素子との間に低弾性率を有するポリ
マー層を含む、再帰反射性物品に関する。低弾性率を有するポリマー層は、加工中に再帰
反射性物品にかかる応力のうち少なくとも一部を吸収、放散、及び／又は調整する。この
応力は、注型硬化の加工時に特に高くなる。したがって、忠実度の改善された切頭キュー
ブコーナー素子を形成することができる。その結果、低弾性率を有するポリマー層を含む
再帰反射性物品は、低弾性率のポリマー層が欠けている以外は同一材料を用いて同一の工
程で製造された再帰反射性物品と比較して、向上した輝度を有する。
【００２４】
　図１は、基材１３が本体層１０及びポリマー層１２を含む、本開示の一例示的実施形態
の断面側面図である。ポリマー層１２は、１７５０ＭＰａ未満の弾性率を有する。
【００２５】
　図２は、再帰反射性物品１５が（図１の）基材１３、及びポリマー層１２と隣接する複
数の切頭キューブコーナー素子１４を含む、本開示の一例示的実施形態の断面側面図であ
る。入射光（光線２０により表示）は、複数のキューブコーナー素子のうちの１つにより
再帰反射され、物品に入射した角度とほぼ同一の角度で再帰反射性物品から出る（光線２
１により表示）。
【００２６】
　図３は、本開示による再帰反射性物品１８の一実施形態の断面側面図である。再帰反射
性物品１８は、本体層１０、ポリマー層１２、ポリマー層１２と隣接する複数の切頭キュ
ーブコーナー素子１４、及び複数の切頭キューブコーナー素子１４上の鏡面反射層又はコ
ーティング１６を含む。入射光（光線２０により表示）は、複数のキューブコーナー素子
のうちの１つにより再帰反射され、物品に入射した角度とほぼ同一の角度で再帰反射性物
品から出る（光線２１により表示）。
【００２７】
　図４は、再帰反射性物品２２の断面側面図である。再帰反射性物品２２は、再帰反射性
物品２２が、隣接するキューブコーナー素子１４間にランド層２４を含むことを除き、図
２の再帰反射性物品１５と実質的に同様である。いくつかの実施形態では、再帰反射性物
品２２は、鏡面反射層（図示せず）を更に含む。
【００２８】
　用語「本体層」は、典型的には、切頭キューブコーナー素子が接合されるか又はそれに
隣接する材料を意味する。本開示では、ポリマー層が本体層の一部である場合、キューブ
コーナー素子は本体層に接合されるか、又は直接隣接する。ポリマー層が本体層の一部で
ない場合、キューブコーナー素子は本体層に接合されずに隣接する（例えば、近傍にある
）か、又は直接隣接する。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、本体層は、約２０μｍ～約１，０００μｍの厚さを有する。
いくつかの実施形態では、本体層及び切頭キューブコーナー素子は同一材料を含む。いく
つかの実施形態では、本体層は、切頭キューブコーナー素子とは異なる材料である。いく
つかの実施形態では、本体材料は、１つ又は２つ以上の光透過性又は透明ポリマー材料で
ある。いくつかの実施形態では、本体層は、それ自体が２つ以上の層を含んでよい。本体
層が複数層を含むいくつかの実施形態では、これらの層は２つ以上の組成物を含んでよく
、組成物は層によって異なってよい。
【００３０】
　いくつかの代表的な本体層は、例えば、その全体が参照として本明細書に組み込まれる
米国特許第７，６１１，２５１号（Ｔｈａｋｋａｒ　ｅｔ　ａｌ）に記載されている。本
体層に使用される例示材料として、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチル
メタクリレート、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリカーボネート、アクリル
コポリマー、及びポリウレタンが挙げられる。いくつかの実施形態では、本体層はポリオ
レフィンを含む。いくつかの実施形態では、本体層は、２～８個の炭素原子を有するアル
キレン単位（例えば、エチレン及びプロピレン）を少なくとも５０重量パーセント（ｗｔ
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％）含む。いくつかの実施形態では、本体層は、二軸延伸されたポリマーを含む。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、本体層は比較的硬く、これは１７５０ＭＰａ以上の弾性率を
有することを意味する。いくつかの実施形態では、本体層は少なくとも２０００ＭＰａの
弾性率を有する。いくつかの実施形態では、本体層は少なくとも２３００ＭＰａの弾性率
を有する。いくつかの実施形態では、本体層は少なくとも２５００ＭＰａの弾性率を有す
る。いくつかの実施形態では、本体層は少なくとも２７００ＭＰａの弾性率を有する。用
語「弾性率」は、原子間力顕微鏡法（ＡＦＭ）を使用した、弾性率に関する以下の「試験
方法」のセクションに示す試験に従って測定される弾性率を意味する。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、本体層は１つ又は２つ以上のＵＶ吸収剤（「ＵＶＡ」とも称
する）を含む。ＵＶＡは、例えば、光学層を含むフィルムを太陽光スペクトルの太陽の有
害な光（約２９０ｎｍ～４００ｎｍ）から保護するために、再帰反射性シート材で使用さ
れる。一部の例示的なＵＶＡ材料は、例えば、いずれもその全体が本明細書に組み込まれ
る、米国特許第５，４５０，２３５号（Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ）及びＰＣＴ国際公開第
２０１２／１３５５９５号（Ｍｅｉｔｚ　ｅｔ　ａｌ）に記載されている。
【００３３】
　本開示の物品は、本体層と切頭キューブコーナー素子との間にポリマー層を含む。いく
つかの実施形態では、ポリマー層は本体層の一部である。いくつかの実施形態では、ポリ
マー層は分離層である。
【００３４】
　ポリマー層は、低弾性率を有する。本発明で使用する場合、用語「低弾性率」又は「低
弾性率ポリマー層」は、ポリマー層が１７５０ＭＰａ以下であることを意味する。いくつ
かの実施形態では、ポリマー層は１７００ＭＰａ未満の弾性率を有する。いくつかの実施
形態では、ポリマー層は１５００ＭＰａ未満の弾性率を有する。いくつかの実施形態では
、ポリマー層は１３００ＭＰａ未満の弾性率を有する。
【００３５】
　ポリマー層に使用される例示的なポリマーとして、ＤＳＭ　ＮｅｏＲｅｓｉｎｓ（Ｗｉ
ｌｍｉｎｇｔｏｎ　ＭＡ）から入手可能なＮｅｏＲｅｚ　Ｒ６００、ＮｅｏＲｅｚ　９６
６０、ＮｅｏＲｅｚ　９０６０、ＮｅｏＲｅｚＲ　９３３０などのポリウレタン系水性分
散体；Ａｌｂｅｒｄｉｎｇｋ　Ｂｏｌｅｙから入手可能なＡｌｂｅｒｄｉｎｇｋ　Ｕ　９
３８０、Ａｌｂｅｒｄｉｎｇｋ　Ｕ　９３８０などの脂肪族ポリエステルポリウレタン；
Ｐｅｒｍｕｔｈａｎｅコーティング；Ｍｉｃｈｅｌｍａｎから入手可能なＭｉｃｈｅｍ　
４９８３及びＭｉｃｈｅｍ　５９３１などのエチレン系コ－ターポリマー分散体；ポリ塩
化ビニル；エチレンアクリル酸、エチレンビニルアセテート、エチレンとビニルアセテー
トとのコポリマー（ＥＶＡ）、酸若しくは無水物変性したＥＶＡ、エチレン系コ－ターポ
リマー、ウレタン／アクリルコポリマー、非イオン性ポリエステルウレタン分散体、アク
リル分散体、ポリエーテル、ポリアミド、エチレン系コポリマーのアイオノマー、ポリオ
レフィン、ポリＥＰＤＭ（エチレン－プロピレン－ジエン）、スチレンアクリロニトリル
コポリマー、可塑性ハロゲン化ビニルポリマー、ＡＢＳコポリマー、又はこれらの組み合
わせが挙げられる。一部の更なる例示材料は、アクリル系ポリマー材料（例えば、アクリ
レート又はメチルアクリレートのポリマー又はコポリマー、ポリエチレングリコールジア
クリレート、及びヒドロキシメチルジアセトンアクリルアミド）；並びに、ポリ（エチレ
ンテレフタレート）とポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）とのコ－ポリエチ
レンテレフタレート（ＣＯＰＥＴ）コポリマー、１，４－シクロヘキサンジメタノール含
有ポリ（エチレンテレフタレート）コポリエステル（ＰＥＴＧコポリエステル）、１，４
－シクロヘキサンジメタノール含有ポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）コポ
リエステル（ＰＥＮコポリエステル）である。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、低弾性率ポリマー層は、実質的に非晶質であるポリマーを含
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む。ポリマーの結晶化度は、ポリマーの非晶質性の尺度として使用される場合が多い。本
明細書で使用する場合、用語「実質的に非晶質」又は「実質的に非晶質であるポリマー」
は、結晶化度が２０％未満のポリマーを意味する。いくつかの実施形態では、結晶化度は
１５％未満である。いくつかの実施形態では、結晶化度は１０％未満である。結晶化度の
測定方法は周知であり、例えば、Ｘ線回折が挙げられる。非晶質ポリマー層に使用する例
示的なポリマーとして、ポリ（エチレンテレフタレート）とポリ（エチレンナフタレンジ
カルボキシレート）との非晶質コポリマー；１，４－シクロヘキサンジメタノール含有ポ
リ（エチレンテレフタレート）コポリエステル（ＰＥＴＧコポリエステル）；１，４－シ
クロヘキサンジメタノール含有ポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）コポリエ
ステル（ＰＥＮコポリエステル）；ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル；ポリ（エチレン
－コ－アクリル酸）；ポリ（エチレン－コ－ビニルアセテート）；ポリカーボネート；Ｐ
ＭＭＡ；非晶質コポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタレートグリコール（ＰＥ
ＴＧ）、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレートグリコール（ＰＣＴＧ）、ポリ
（１，４－シクロヘキシレンジメチレン－１，４－シクロヘキサンジカルボキシレート）
（ＰＣＣＤ）、イソフタレートコポリマー、コポリエステルエーテル（例えば、Ｅａｓｔ
ｍａｎ　ＮＥＯＳＴＡＲ（商標）エラストマー、ＦＮ００５、ＦＮ００６、及びＦＮ００
７、並びにＥＣＤＥＬ（商標）エラストマー、９９６５、９９６６、及び９９６７（米国
特許第２００９０１３０６０６１４４号（Ｂａｃｏｎ）にも記載）））、８０／２０　Ｃ
ｏＰＥＴ（テレフタレート／イソフタレート）、並びにＰＥＴ／ＣｏＰＥＴ（６０／４０
テレフタル酸／セバシン酸ＣｏＰＥＴ）が挙げられる。いくつかの実施形態では、非晶質
ポリマー層は、ポリ（エチレンテレフタレート）のホモポリマーを含まない。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層は、約０．２ミル（７０ｎｍ）～約４ミル（１０
１μｍ）の厚さを有する。いくつかの実施形態では、実質的なポリマー層は約４５℃～１
６０℃の軟化点を有する。いくつかの実施形態では、実質的なポリマー層は約７５℃～１
５０℃の軟化点を有する。軟化点は、Ａｎａｓｙｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｎａｎｏ
　ＴＡ（商標）：Ｎａｎｏ　Ｔｈｅｒｍａｌ　ａｎａｌｙｓｉｓ，ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｎｏｔｅ　＃３，「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｂｉａｘｉａｌｌｙ　Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
　Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ（ＢＯＰＰ）Ｆｉｌｍｓ」（著者：Ｎｉｃｏｌａａｓ－Ａ
ｌｅｘａｎｄｅｒ　Ｇｏｔｚｅｎ，Ｇｕｙ　Ｖａｎ　Ａｓｓｃｈｅ）に記載の通り、ＡＦ
Ｍ（原子間力顕微鏡法）を用いたナノ熱分析によって測定する。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、ポリマー層は、切頭キューブコーナー素子のうち少なくとも
一部と相互侵入網目構造を形成する。いくつかの実施形態では、キューブコーナー素子の
樹脂組成物がポリマー層と接触する場合、樹脂組成物がポリマー層に浸透することにより
、一次硬化処理後、キューブコーナー素子の材料とポリマー層の材料との間に相互侵入網
目構造が形成される。
【００３９】
　本開示のキューブコーナー素子は、切頭キューブコーナー素子である。一般に、切頭キ
ューブコーナー素子の２つの隣接するキューブコーナー素子配列の底縁は、ほぼ共面とな
る。いくつかの実施形態では、切頭キューブコーナー素子は、一連の溝を含み、これが平
面な基材（例えば、金属板）の表面に形成され、複数の切頭キューブコーナー素子を構成
するマスターモールドを形成する。周知の技術の１つにおいては、３組の平行溝が互いに
６０度の夾角で交差して、それぞれが底面正三角形を有するキューブコーナー素子の配列
が形成される（その全体が本明細書に組み込まれる米国特許第３，７１２，７０６号（Ｓ
ｔａｍｍ）を参照）。別の技術においては、２組の溝が６０度よりも大きな角度で互いに
交差し、第３の組の溝が６０度未満の角度で他の２組のそれぞれと互いに交差して、傾斜
したキューブコーナー素子が嵌まり合った組の配列が形成される（その全体が本明細書に
組み込まれる米国特許第４，５８８，２５８号（Ｈｏｏｐｍａｎ）を参照）。いくつかの
実施形態では、切頭キューブコーナー素子は、約１．８ミル（４５μｍ）～約２．５ミル
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（６３．５μｍ）の高さを有する。
【００４０】
　切頭キューブコーナー素子は、例えば、いずれもその全体が組み込まれる米国特許第３
，７１２，７０６号又は第４，５８８，２５８号に記載されたような任意の所望の材料を
含み得る。別個の切頭キューブコーナー素子に使用される一部の例示材料として、例えば
、重合性樹脂が挙げられる。キューブコーナー素子の配列を形成するために好適な例示的
重合性樹脂は、光開始剤と、アクリレート基を有する少なくとも１つの化合物との混合物
であってよい。いくつかの実施形態では、樹脂混合物は、照射時に架橋ポリマー網状組織
の形成を確実にするために、一官能性、二官能性、又は多官能性化合物を含有する。
【００４１】
　本明細書に記載する実施形態で使用可能な、フリーラジカル機構によって重合可能な樹
脂の代表的実施例としては、エポキシ、ポリエステル、ポリエーテル、及びウレタン、エ
チレン系不飽和化合物、少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するイソシアネ
ート誘導体、アクリレート化エポキシ以外のエポキシ樹脂、並びにこれらの混合物及び組
み合わせから誘導されるアクリル系樹脂が挙げられる。本明細書では、用語「アクリレー
ト」は、アクリレート及びメタクリレートの両方を包含するように使用される。米国特許
第４，５７６，８５０号（Ｍａｒｔｅｎｓ）は、本開示のキューブコーナー素子の配列に
使用されてもよい架橋樹脂の例を開示している。例えば、米国特許第７，６１１，２５１
号（Ｔｈａｋｋａｒ）に開示されている種類の重合性樹脂を、本開示のキューブコーナー
素子の配列に使用してもよい。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、キューブコーナー素子は、例えば、本明細書にその全体が組
み込まれるＰＣＴ国際公開第２０１２／１６６４６０号（Ｂｅｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ）に
記載されているような複合体キューブコーナー素子である。複合体の切頭キューブコーナ
ー素子は、キューブコーナー素子の第１の領域に第１の樹脂を含み、キューブコーナー素
子の第２の領域に第２の樹脂を含む。ポリマー層と直接隣接するのが第１又は第２の樹脂
いずれであっても、ポリマー層と同じであっても異なっていてもよい。複数のキューブコ
ーナー素子は、本明細書にその全体が組み込まれるＰＣＴ国際公開第２０１２／１６６４
６０号に記載された、複数からなるキューブコーナー素子のうちいずれの種類であっても
よい。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、切頭キューブコーナー素子は、個々のキューブコーナー素子
を融合又は結合するランド部分を有しない、別個のキューブコーナー素子である。隣接す
る別個の切頭キューブコーナー素子は、むしろ互いに分離されている。これは、例えば、
本明細書にその全体が組み込まれる米国特許第５，６９１，８４６号（図６～図８及びそ
れに関連する説明を参照）に示されている条件である。
【００４４】
　いくつかの実施形態は、切頭キューブコーナー素子上に、金属コーティングなどの鏡面
反射コーティングを含む。これらの実施形態は、多くの場合、「金属化再帰反射性シート
材」と称される。鏡面反射性コーティングは、アルミニウム、銀、又はニッケルなどの金
属を蒸着する又は化学的に析出させるなどの公知の方法によって、塗布することが可能で
ある。鏡面反射性コーティングの接着を促すために、キューブコーナー素子の裏面にプラ
イマー層を塗布してもよい。金属化シート材の製造に使用される材料、及びその製造法な
ど、金属化シート材に関する更なる情報は、例えば、米国特許第４，８０１，１９３号（
Ｍａｒｔｉｎ）、及び同第４，７０３，９９９号（Ｂｅｎｓｏｎ）（これら両方の全体が
本明細書に組み込まれる）に見出すことができる。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、再帰反射性物品の観察面上に分離したオーバーレイフィルム
がある。オーバーレイフィルムは、改善された（例えば、屋外）耐久性の提供、又は画像
受容面の提供を助け得る。長期の風化（例えば、１年、３年）後に、ＡＳＴＭ　Ｄ４９５
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６０－１ａで求められるものなどの十分な輝度仕様を維持することは、そのような屋外耐
久性を示すものである。いくつかの実施形態では、ＣＡＰ－Ｙ白色度は、風化（例えば、
１年、３年）の前後で３０超である。
【００４６】
　本願の再帰反射性物品に、１つ又は２つ以上のシール層（sealing layers）（単数形で
「seal film」又は「sealing film」又は「seal layer」とも称する）を使用してもよい
。シール層（複数可）は、例えば、米国特許第４，０２５，１５９号（ＭｃＧｒａｔｈ）
、第７，６１１，２５１号（Ｔｈａｋｋａｒ　ｅｔ　ａｌ）、及び米国特許公開第２０１
３／１１４１４３号（Ｔｈａｋｋａｒ　ｅｔ　ａｌ）（いずれもその全体が参照として組
み込まれる）に記載された材料のいずれを含んでもよい。いくつかの実施形態では、シー
ル層（複数可）は、例えば、その全体が参照として本明細書に組み込まれる米国特許出願
第６１／８３８，５６２号に記載されているように構造化される。
【００４７】
　いくつかの実施形態は、別個の切頭キューブコーナー素子と多層シールフィルムとの間
に延在する複数の個々のシール脚を含む。いくつかの実施形態では、これらのシール脚は
、１つ又は２つ以上のセルを形成する。低屈折率材料（例えば、気体、空気、エアロゲル
、又は、例えば、米国特許公開第２０１０／０２６５５８４号（Ｃｏｇｇｉｏ　ｅｔ　ａ
ｌ）に記載される超低屈折率材料）が、セルのそれぞれに密封され得る。低屈折率材料の
存在は、別個の切頭キューブコーナー素子と低屈折率材料との間に屈折率の差異を生み出
す。これは、別個の切頭キューブコーナー素子の表面での内部全反射を可能にする。低屈
折率材料として空気が使用される実施形態では、空気と別個の切頭キューブコーナー素子
との間の界面は、多くの場合、空気界面と称される。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、シール層は、例えば、ＰＣＴ国際公開第２０１１／０９１１
３２号（Ｄｅｎｎｉｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ）（その全体が本明細書に組み込まれる）に、図
２及び関連する説明を具体的に参照し、シール層、接着剤層２８、並びに剥離層３０及び
ライナー層３２として記載される層を含む多層フィルムである。いくつかの実施形態では
、多層フィルムは、受容体層２２の代わりにシール層を有するフィルム２０を具体的に参
照して、国際公開第２０１１／０９１１３２号に記載される層を含む。そのような場合、
シール層はコア層２４となり、プライマー層２６は、シール層の反対側のコア層２４上に
ある。国際公開第２０１１／０９１１３２号の多層フィルム２０は、コア層２４の反対側
のプライマー層２６上の接着剤層２８と、プライマー層２６の反対側の接着剤層２８上の
剥離層３２と、接着剤層２８の反対側の剥離層３０上のライナー層３２と、を更に含む。
多層フィルムは、概して、接着剤層２８と剥離層３０との間の界面に沿って分離され得る
。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、再帰反射性シート材は、キューブコーナー素子上に、シール
フィルム及び／又は鏡面反射性、つまり金属コーティングを欠く。代表的なシート構造体
は、例えば、その全体が本明細書に組み込まれる米国特許第２０１３／００３４６８２号
（Ｆｒｅｅ　ｅｔ　ａｌ）に記載されている。これらの実施形態では、再帰反射性シート
材は、入射光が、例えばキューブコーナー素子などの構造化面によって再帰反射される光
学活性領域と、入射光が構造化面によって実質的に再帰反射されない１つ又は２つ以上の
光学不活性領域と、を備える。１つ又は２つ以上の光学活性領域は、構造化面の一部に隣
接する低屈折率層又は材料を備える。１つ又は２つ以上の光学不活性領域は、構造化面の
一部に隣接する感圧性接着剤を備える。感圧性接着剤は、直接隣接する構造化面の部分の
再帰反射性を実質的に破壊する。低屈折率層は、構造化面と感圧性接着剤との間に「バリ
ア」を形成することにより、隣接する構造化面の再帰反射性の維持を支援する。いくつか
の実施形態では、再帰反射性シート材は、感圧性接着剤と低屈折率層との間にバリア層を
備える。バリア層は十分な構造的一体性を有しており、低屈折率層への感圧性接着剤の流
入を実質的に防ぐ。バリア層のための例示の材料としては、樹脂、高分子材料、インク、
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染料、及びビニルが挙げられる。いくつかの実施形態では、バリア層は低屈折率層内の低
屈折率材料を閉じ込める。低屈折率材料は、１．３未満の屈折率を有する材料（例えば、
空気及び低指数材料（例えば、その全体が本明細書に組み込まれる、米国特許公開第２０
１２／００３８９８４号（Ｐａｔｅｌ　ｅｔ　ａｌ）に記載されている低屈折率材料））
である。いくつかの実施形態では、再帰反射性シート材は、別個の切頭キューブコーナー
素子のうち少なくとも一部と接触する感圧性接着剤層を含む。感圧性接着剤層は、少なく
とも１つの別個のバリア層を含む。いくつかの実施形態において、感圧性接着剤は複数の
別個のバリア層を含む。
【００５０】
　上記の再帰反射性物品を形成するため、種々の方法を使用してもよい。一部の方法は、
（１）（ａ）本体層と、（ｂ）低弾性率ポリマー層を含むポリマー層と、を含む基材を提
供することと、（２）基材のポリマー層上に複数の切頭キューブコーナー素子を形成する
ことと、を伴う。いくつかの実施形態では、これらの方法は、例えば、いずれも本明細書
にその全体が組み込まれる、米国特許第３，６８９，３４６号（Ｒｏｗｌａｎｄ）及び第
５，６９１，８４６号（Ｂｅｎｓｏｎ）に記載されている、注型硬化加工を伴う。いくつ
かの実施形態では、基材の本体層及びポリマー層は共押出される。いくつかの実施形態で
は、基材の本体層及びポリマー層は共押出され、二軸延伸される。いくつかの実施形態で
は、本体層及びポリマー層は吹込みフィルム加工により作製される。他の実施形態では、
ポリマー層は本体層にコーティングされる。
【００５１】
　いくつかの方法は、切頭キューブコーナー素子上に鏡面反射性コーティングを形成する
ことを更に含む。鏡面反射性コーティングは、金属を蒸着する又は化学的に析出させるな
どの公知の方法によって、塗布することが可能である。このような方法の追加詳細は、例
えば、いずれも本明細書にその全体が組み込まれる、米国特許第４，８０１，１９３号（
Ｍａｒｔｉｎ）及び第４，７０３，９９９号（Ｂｅｎｓｏｎ）に記載されている。あるい
は、鏡面反射性コーティングの代わりにシール層を使用する方法、又は別個のバリア層を
含む感圧性接着剤層を使用する方法も挙げられる。
【００５２】
　本開示の再帰反射性物品は、多くの用途を有する。一部の例示的用途として、高速道路
又は道路標識物品、ナンバープレート用シート材、個人用保護具、個人用安全衣類、被視
認性応用材、車両警告、布コーティングなどが挙げられる。いくつかの実施形態では、再
帰反射性物品は、高速道路標識物品、道路標識物品、ナンバープレート用シート材、ナン
バープレート、個人用保護具、個人用安全衣類、被視認性物品、車両警告物品、又は布コ
ーティング物品のうちの１つである。再帰反射性物品がシート材として使用される場合、
再帰反射性シート材が接着され得るいくつかの例示的な基材としては、例えば、木材、ア
ルミニウムシート材、亜鉛めっき鋼、ポリマー材料（例えば、ポリメチルメタクリレート
、ポリエステル、ポリアミド、ポリフッ化ビニル、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、
ポリウレタン）、並びにこれら及び他の材料から製造される様々な積層体が挙げられる。
【００５３】
　本開示の再帰反射性物品は、種々の利点及び／又はメリットを有する。例えば、再帰反
射性物品の多くの実施形態は、優れた柔軟性を示す。少なくともいくつかの実施形態にお
いて、本物品は屈曲可能であるが、伸張性はない。この柔軟性は、ある種の再帰反射性シ
ートの応用、例えば、円筒物への巻きつけ、トラックの被視認性などに特に望ましい。更
に、本開示の再帰反射性物品のいくつかの実施形態は、反復した又は長時間の重度の変形
及び／又は曲げ変形から回復する能力に対して機械的耐久性があると同時に、再帰反射効
率及び優れた外観によって規定される優れた光学特性を維持できる。また、再帰反射性物
品は、長期の摩耗及び風化に曝されても耐えることができ、光学特性又は再帰反射輝度が
著しく劣化することがない。物品の一部は、少なくとも２５０カンデラ／ｌｕｘ／ｍ２の
輝度を有する。
【００５４】
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　以下の実施例は、再帰反射性物品の各種の実施例の幾つかの例示の構造体及び本出願に
記載の再帰反射性物品の製造方法について説明する。以下の実施例は、例示を目的とした
ものであって、本出願の範囲を限定することを目的としたものではない。
【実施例】
【００５５】
　材料
　以下の材料を比較実施例Ａ～Ｂ、及び実施例１～４の作製において使用した。
【００５６】
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【表１】

【００５７】
　試験方法
　再帰反射効率（輝度）（ＲＡ）：輝度は、ＡＳＴＭ　Ｅ８１０－０３「Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　Ｒｅｔｒｏｒｅ
ｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒｅｔｒｏｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ　Ｕｔｉ
ｌｉｚｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｏｐｌａｎａｒ　Ｇｅｏｍｅｔｒｙ」に記載の方法で一般に使
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用する、再帰反射率計（ＤＥＬＴＡ　Ｄａｎｉｓｈ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｌｉｇｈ
ｔ　＆　Ａｃｏｕｓｔｉｃｓ（Ｄｅｎｍａｒｋ）から市販されているＲｅｔｒｏｓｉｇｎ
　ＧＲ３）を使用して測定した。結果はｃｄ／ｌｕｘ．ｍ２で示す。
【００５８】
　厚さ及び弾性率：再帰反射性シート材断面の層厚及び弾性率の測定は、原子間力顕微鏡
法（ＡＦＭ）を使用して行った。比較実施例Ａ～Ｂ及び実施例１～４の反射性シート材は
、３×５ｍｍの長方形サンプルに切り出し、分析するフィルム縁部を露出させて金属バイ
スに配置した。サンプル縁部は、Ｄｉａｔｏｍｅダイアモンドエッジナイフを使用したＬ
ｅｉｃａ　ＵＣ７　Ｕｌｔｒａｍｉｃｒｏｔｏｍｅを用いて、シート材の層が全て露出す
るように、極めて平坦かつ平滑な断面にミクロトームした。層のイメージングには、Ｐｅ
ａｋ　Ｆｏｒｃｅ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ｎａｎｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＰＦ　ＱＮＭ）搭載のＢｒｕｋｅｒ　Ｉｃｏｎ　ＡＦＭを使用した。
ＰＦ　ＱＮＭのフォースカーブは、チップを垂直方向に維持したまま２Ｋヘルツで生成し
た。弾性率は、Ｄｅｒｊａｇｕｉｎ－Ｍｕｌｌｅｒ－Ｔｏｐｏｒｏｖ（ＤＭＴ）モデルを
使用して得た。イメージ処理及びデータ解析は、付属ソフトウェアを用いて行った。イメ
ージは、単一線データを取得可能なソフトウェアの断面機能、又は複数線データを取得可
能な回転ボックスを使用して、イメージのｙ方向の平均を算出して解析した。弾性率デー
タは、ＤＭＴ係数のイメージにおいて断面解析の回転ボックス機能を使用して得た。厚さ
は、高さとＤＭＴ係数の両方のイメージを使用して決定した。厚さはミクロン（μｍ）で
、弾性率はＭＰａで示した。
【００５９】
　ポリマー層組成物１～４
　以下の表１に記載されている樹脂を、電磁攪拌器を使用して室温で脱イオン（ＤＩ）水
と混合することによってポリマー層組成物１～４を調製した。この溶液に界面活性剤をゆ
っくりと添加して、５分間混合させた。次に、この混合物に架橋剤をゆっくりと添加し、
５分間撹拌した。次いで（使用する場合は）追加の成分を添加し、５分間撹拌した。ポリ
マー層組成物１～４に使用する成分を以下の表１に示す。量を重量％（ｗｔ％）で表す。
【００６０】

【表２】

【００６１】
　比較実施例Ａ
　米国特許第７，８６２，１８７号（Ｔｈａｋｋａｒ　ｅｔ　ａｌ）（この開示は本明細
書にその全体が参照として組み込まれる）に一般に記載されているように、キューブコー
ナー素子を本体層に注型し、次いでキューブコーナー素子を硬化して、再帰反射性物品を
作製した。結晶性ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）の本体層を使用した以外は、米
国特許第７，８６２，１８７号の比較実施例Ｂに一般に記載されているように比較実施例
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Ａを作製した。１重量％のＵＶ　１１６４と混合したＰＥＴのペレットを押し出し、その
押出フィルムを二軸延伸（幅出し）してＰＥＴを結晶化することによって本体層を作製し
た。ＰＥＴ本体層の片側を１Ｊでコロナ処理し、約５０μｍ厚さの本体層を得た。
【００６２】
　ＰＥＴ本体層のコロナ処理された側に、２５重量％のビスフェノールＡエポキシジアク
リレート（ＥＢＥＣＲＹＬ　３７２０）、５０重量％のＴＭＰＴＡ、２５重量％のＨＤＤ
Ａ、０．５ｐｐｈのＬＵＣＩＲＩＮ　ＴＰＯ、及び０．５ｐｐｈのＤＡＲＯＣＵＲＥ　１
１７３を含むキューブコーナー樹脂を使用して、キューブコーナー素子を注型した。米国
特許第７，８６２，１８７号の比較実施例Ｂに記載されているようにキューブコーナー素
子を硬化した。
【００６３】
　比較実施例Ｂ
　例えば、米国特許第６，８９３，７３１号及び米国特許第２００９／００２９１２９号
、第２０１１／００１９２８０号（例えば、［００３８］を参照）、第２０１１／０１０
３０３６号（例えば、［０１０２］を参照）（全て参照として本明細書に組み込まれる）
に一般に記載されているように、本体層がＰＥＴ本体層の片側にコーティングされたプラ
イマー組成物を更に含む以外は、比較実施例Ａの記載と同様に再帰反射性物品を作製した
。プライマー層は、６重量％のＲＨＯＰＬＥＸ　３２０８、０．６重量％のＣＹＭＥＬ　
３２７、０．１重量％のＣＹＣＡＴ　４０４５、０．１重量％のＴＯＭＡＤＯＬ　２５－
９、及び０．１重量％のＰＳ　ＢＥＡＤＳの混合物を含んでいた。
【００６４】
　（実施例１～４）
　２０００ＭＰａ超の弾性率を有するポリマー層をキューブコーナー素子と本体層との間
に供した以外は、比較実施例Ａの記載と同様に再帰反射性物品を作製した。比較実施例Ａ
に一般に記載しているように作製されたＰＥＴ本体層を、マイヤーロッド又はオンライン
グラビアコーター（online gravure coater）を使用して、それぞれポリマー層組成物１
～４を用いてコーティングし、異なるコーティング厚さを得た。次に、コーティングされ
たフィルムをクロスウェブ方向に延伸（幅出し）し、約２３０～２６０℃の温度で硬化し
た。実施例１～４で使用されたコーティング方法を以下の表２に示す。
【００６５】
【表３】

【００６６】
　比較実施例Ａ～Ｂ及び実施例１～４の本体層及びポリマー層の弾性率と厚さを上記の試
験方法を使用して測定した。結果を以下の表３に示すが、ここで「Ｎ／Ｍ」は「測定不能
」を意味する。特に、比較実施例Ｂのポリマー層は薄すぎたため、厚さを測定不能であっ
た。加えて、比較実施例Ａ～Ｂ及び実施例１～４の再帰反射効率を、上記のように観測角
０．２°及び入射角－４°で測定した。結果を以下の表３に示す。
【００６７】
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【表４】

【００６８】
　比較実施例及び実施例５～６
　（ｉ）本願の比較実施例ＡのＰＥＴ本体層を使用したことと、（ｉｉ）複合体のキュー
ブコーナー素子に使用した第１及び第２の組成物が、以下の表４に示されたものであるこ
と以外は、ＰＣＴ国際公開第２０１２／１６６４４８号（Ｓｐｕｒｇｅｏｎ　ｅｔ　ａｌ
）（参照として本明細書に組み込まれる）の実施例４に一般に記載されているように、再
帰反射性物品を作製した。国際公開第２０１２／１６６４４８号に教示されているように
、第１の組成物を使用して、金型内のキューブコーナーキャビティを部分的に充填（すな
わち、キューブコーナー素子の頂点を形成）した。部分的に充填されたキャビティを第２
の組成物を使用して完全に充填し、キューブコーナー素子の底部を形成した。比較実施例
Ｃでは、第１及び第２の組成物として同じ樹脂を使用した。実施例５及び６では、低弾性
率のポリマーを含む樹脂を第２の（すなわち、底部を形成する）樹脂組成物として使用し
た。比較実施例Ｃ及び実施例５～６で使用した樹脂組成物の成分を以下の表４に示す。量
を重量％（ｗｔ％）で表す。
【００６９】

【表５】

【００７０】
　比較実施例Ｃ及び実施例５～６で使用した樹脂組成物を以下の表５に示す。ここでの弾
性率データは２５℃での貯蔵弾性率である。加えて、比較実施例Ｃ及び実施例５～６の再
帰反射効率を、上記のように観測角０．２°及び入射角－４°で測定した。結果を表５に
示す。
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【００７１】
【表６】

【００７２】
　本明細書で言及された参考文献は全て、その全体が参照として本明細書に組み込まれる
。
【００７３】
　本明細書で使用する場合、「上に」及び「隣接する」という語は、直接的に何かの上に
、及び可能性として他の層がそれらの間に位置した状態で間接的に何かの上にある両方の
層を包含する。
【００７４】
　本明細書で使用する場合、「主表面（単数）」及び「主表面（複数）」という用語は、
３組の対向する表面を有する、三次元形状上の最も大きい表面積を有する表面を指す。
【００７５】
　他に指示がない限り、本開示及び「特許請求の範囲」で使用される特徴の大きさ、量、
物理特性を表わす数字は全て、どの場合においても用語「約」によって修飾されるものと
して理解されるべきである。したがって、反対の指示がない限り、前述の明細書及び添付
の特許請求の範囲に記載される数値パラメータは、本明細書に開示される教示を用いて当
業者が得ようとする所望の特性に応じて異なり得る近似値である。全ての数値範囲は、他
に断りがない限り、それらの端点、及び端点間の非整数値を含む。
【００７６】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用する場合、「１つの（a）」、「１つの（ａn
）」、及び「その（the）」という単数形は、文脈による明確な別様の指示がない限り、
複数の指示対象を有する実施形態を包含する。
【００７７】
　本開示及び添付の特許請求の範囲で使用する場合、「又は」という用語は、文脈による
明確な別様の指示がない限り、概して、「及び／又は」を含む意味で用いられる。
【００７８】
　品目リストがその後に続く「～のうちの少なくとも１つ」及び「～のうちの少なくとも
１つを含む」という表現は、リスト内の品目のいずれか１つ及び２つ以上の品目の任意の
組み合わせを含むことを指す。
【００７９】
　本開示の様々な実施形態及び実施態様が開示される。開示された実施形態は例証するた
めに提示されるもので、制限するためのものではない。上記の実施態様及び他の実施態様
は、以下の「特許請求の範囲」の範囲内である。当業者であれば、本開示が、開示された
もの以外の実施形態及び実施態様により実行され得ることを理解するであろう。当業者で
あれば、上記の実施形態及び実施態様の詳細に、本発明の基礎をなす原理から逸脱するこ
となく多くの変更を加えることができることを理解するであろう。本発明は、本明細書に
記載される例示的な実施形態及び実施例によって過度に限定されるものではなく、そのよ
うな実施例及び実施形態は、単に例として提示され、本発明の範囲は、以下のように本明
細書に記載される特許請求の範囲によってのみ限定されるよう意図されることを理解され
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たい。更に、本開示に対する様々な修正及び変形が、本開示の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく当業者に明らかになるであろう。したがって、本出願の範囲は、以下の特許請求
の範囲によってのみ定められるべきである。本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］
－［５３］に記載する。
［１］
　再帰反射性物品であって、
　１７５０ＭＰａ以上の弾性率を有する本体層と、
　複数の切頭キューブコーナー素子と、
　前記本体層と前記キューブコーナー素子との間のポリマー層と、を含み、前記ポリマー
層が１７５０ＭＰａ未満の弾性率を有する、再帰反射性物品。
［２］
　前記本体層が少なくとも２０００ＭＰａの弾性率を有する、項目１に記載の再帰反射性
物品。
［３］
　前記本体層が少なくとも３５００ＭＰａの弾性率を有する、項目１又は２に記載の再帰
反射性物品。
［４］
　前記本体層が少なくとも２５００ＭＰａの弾性率を有する、項目１又は２に記載の再帰
反射性物品。
［５］
　前記本体層が、ポリメチルメタクリレート、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、
ポリカーボネート、アクリルコポリマー、及びポリウレタンのうち少なくとも１つを含む
、項目１～４のいずれかに記載の再帰反射性物品。
［６］
　前記本体層が二軸延伸され、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレー
ト、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリカーボネート、アクリルコポリマー、
及びポリウレタンのうち少なくとも１つを含む、項目１～５のいずれかに記載の再帰反射
性物品。
［７］
　前記本体層が約２０μｍ～約１０００μｍの厚みを有する、項目１～６のいずれかに記
載の再帰反射性物品。
［８］
　前記切頭キューブコーナー素子が、約１．８ミル（４５μｍ）～約２．５ミル（６３．
５μｍ）の平均高さを有する、項目１～７のいずれかに記載の再帰反射性物品。
［９］
　前記ポリマー層が１７００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目１～８のいずれかに記載
の再帰反射性物品。
［１０］
　前記ポリマー層が１５００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目１～８のいずれかに記載
の再帰反射性物品。
［１１］
　前記ポリマー層が１３００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目１～８のいずれかに記載
の再帰反射性物品。
［１２］
　前記ポリマー層が１１００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目１～８のいずれかに記載
の再帰反射性物品。
［１３］
　前記ポリマー層が、ポリ（エチレンテレフタレート）とポリ（エチレンナフタレンジカ
ルボキシレート）とのコポリマー、１，４－シクロヘキサンジメタノール含有ポリ（エチ
レンテレフタレート）コポリエステル（ＰＥＴＧコポリエステル）、１，４－シクロヘキ
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サンジメタノール含有ポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）コポリエステル（
ＰＥＮコポリエステル）、８０：２０のテレフタレート／イソフタレートＣｏＰＥＴ、ポ
リカーボネート、ポリ塩化ビニル、エチレンアクリル酸、エチレンビニルアセテート、ポ
リウレタン、ＵＶ硬化アクリレート若しくはＵＶ硬化エポキシアクリレートポリマー、又
はこれらの分散体のうち少なくとも１つを含む、項目１～１２のいずれかに記載の再帰反
射性物品。
［１４］
　前記ポリマー層が約０．２ミル（５．１μｍ）～約４ミル（１０２μｍ）の厚みを有す
る、項目１～１３のいずれかに記載の再帰反射性物品。
［１５］
　前記ポリマー層が約１ミル（２５μｍ）～３ミル（７６μｍ）の厚みを有する、項目１
～１４のいずれかに記載の再帰反射性物品。
［１６］
　別個の切頭キューブコーナー素子と接触する感圧性接着剤層を更に含み、前記感圧性接
着剤層が、少なくとも１つの別個のバリア層を含む、項目１～１５のいずれかに記載の再
帰反射性物品。
［１７］
　前記切頭キューブコーナー素子が複合体のキューブコーナー素子である、項目１～１６
のいずれかに記載の再帰反射性物品。
［１８］
　前記切頭キューブコーナー素子が別個である、項目１７に記載の再帰反射性物品。
［１９］
　前記キューブコーナー素子に隣接する鏡面反射層を更に含む、項目１～１８のいずれか
に記載の再帰反射性物品。
［２０］
　前記物品が少なくとも２５０カンデラ／ｌｕｘ／ｍ２の輝度を有する、項目１～１９の
いずれかに記載の再帰反射性物品。
［２１］
　前記再帰反射性物品が、再帰反射シート材、高速道路標識物品、道路標識物品、ナンバ
ープレート用シート材、ナンバープレート、個人用保護具、個人用安全衣類、被視認性物
品、車両警告物品、又は布コーティング物品のうちの１つである、項目１～２０のいずれ
かに記載の再帰反射性物品。
［２２］
　前記ポリマー層が１５％未満の結晶化度を有する、項目１～２１のいずれかに記載の再
帰反射性物品。
［２３］
　前記ポリマー層が１０％未満の結晶化度を有する、項目１～２２のいずれかに記載の再
帰反射性物品。
［２４］
　前記ポリマー層と前記キューブコーナー素子とが相互侵入網目構造を形成する、項目１
～２３のいずれかに記載の再帰反射性物品。
［２５］
　前記実質的なポリマー層が約４５℃～１６０℃の軟化点を有する、項目１～２４のいず
れかに記載の再帰反射性物品。
［２６］
　再帰反射性物品を形成する方法であって、
　（ａ）１７５０ＭＰａ以上の弾性率を有する本体層と、
　（ｂ）１７５０ＭＰａ未満の弾性率を有するポリマー層と、を含む基材を提供すること
と、
　前記基材の前記ポリマー層上に複数の切頭キューブコーナー素子を形成することと、を
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含む方法。
［２７］
　前記複数の切頭キューブコーナー素子上に鏡面反射層を形成することを更に含む、項目
２６に記載の方法。
［２８］
　前記再帰反射性物品を硬化することを更に含む、項目２６又は２７に記載の方法。
［２９］
　前記複数の切頭キューブコーナー素子を形成することが、前記キューブコーナー素子を
注型することを伴う、項目２６～２８のいずれかに記載の方法。
［３０］
　前記本体層が少なくとも２０００ＭＰａの弾性率を有する、項目２６～２９のいずれか
に記載の方法。
［３１］
　前記本体層が少なくとも２３００ＭＰａの弾性率を有する、項目２６～３０のいずれか
に記載の方法。
［３２］
　前記本体層が、ポリメチルメタクリレート、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、
ポリカーボネート、アクリルコポリマー、又はポリウレタンのうち少なくとも１つを含む
、項目２６～３１のいずれかに記載の方法。
［３３］
　前記本体層が二軸延伸されており、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタク
リレート、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリカーボネート、アクリルコポリ
マー、及びポリウレタンのうち少なくとも１つを含む、項目２６～３２のいずれかに記載
の方法。
［３４］
　前記本体層が約２０μｍ～約１０００μｍの厚みを有する、項目２６～３３のいずれか
に記載の方法。
［３５］
　前記切頭キューブコーナー素子が、約１．８ミル（４５μｍ）～約２．５ミル（６３．
５μｍ）の平均高さを有する、項目２６～３４のいずれかに記載の方法。
［３６］
　前記ポリマー層が１５００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目２６～３５のいずれかに
記載の方法。
［３７］
　前記ポリマー層が１３００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目２６～３６のいずれかに
記載の方法。
［３８］
　前記ポリマー層が１０００ＭＰａ未満の弾性率を有する、項目２６～３７のいずれかに
記載の方法。
［３９］
　前記ポリマー層が、ポリ（エチレンテレフタレート）とポリ（エチレンナフタレンジカ
ルボキシレート）とのコポリマー、１，４－シクロヘキサンジメタノール含有ポリ（エチ
レンテレフタレート）コポリエステル（ＰＥＴＧコポリエステル）、１，４－シクロヘキ
サンジメタノール含有ポリ（エチレンナフタレンジカルボキシレート）コポリエステル（
ＰＥＮコポリエステル）、８０／２０のテレフタレート／イソフタレートＣｏＰＥＴ、ポ
リカーボネート、ポリ塩化ビニル、エチレンアクリル酸、エチレンビニルアセテート、ポ
リウレタン、ＵＶ硬化アクリレートポリマー、ＵＶ硬化エポキシアクリレートポリマー、
又はこれらの分散体のうち少なくとも１つを含む、項目２６～３８のいずれかに記載の方
法。
［４０］
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　前記ポリマー層が約０．２ミル（５．１μｍ）～約４ミル（１０２μｍ）の厚みを有す
る、項目２６～３９のいずれかに記載の方法。
［４１］
　別個の切頭キューブコーナー素子と接触する感圧性接着剤層を更に含み、前記感圧性接
着剤層が、少なくとも１つの別個のバリア層を含む、項目２６～４０のいずれかに記載の
方法。
［４２］
　隣接する切頭キューブコーナー素子が、ランド層によって分離されている、項目２６～
４１のいずれかに記載の方法。
［４３］
　前記切頭キューブコーナー素子が複合体のキューブコーナー素子である、項目２６～４
２のいずれかに記載の方法。
［４４］
　前記物品が少なくとも２５０カンデラ／ｌｕｘ／ｍ２の輝度を有する、項目２６～４３
のいずれかに記載の方法。
［４５］
　前記切頭キューブコーナー素子が別個のキューブコーナー素子である、項目２６～４４
のいずれかに記載の方法。
［４６］
　前記再帰反射性物品が、再帰反射シート材、高速道路標識物品、道路標識物品、ナンバ
ープレート用シート材、ナンバープレート、個人用保護具、個人用安全衣類、被視認性物
品、車両警告物品、又は布コーティング物品のうちの１つである、項目２６～４５のいず
れかに記載の方法。
［４７］
　前記ポリマー層が２０％未満の結晶化度を有する、項目２６～４６のいずれかに記載の
方法。
［４８］
　前記ポリマー層が１０％未満の結晶化度を有する、項目２６～４７のいずれかに記載の
方法。
［４９］
　前記ポリマー層と前記キューブコーナー素子とが相互侵入網目構造を形成する、項目２
６～４８のいずれかに記載の方法。
［５０］
　前記実質的なポリマー層が約７５℃～１５０℃の軟化点を有する、項目２６～４９のい
ずれかに記載の方法。
［５１］
　前記ポリマー層が二軸延伸されたポリマーを含む、項目２６～５０のいずれかに記載の
方法。
［５２］
　前記本体層と前記ポリマー層とが共押出される、項目２６～５１のいずれかに記載の方
法。
［５３］
　前記本体層とポリマー層が、（１）共押出、並びに（２）二軸延伸及び吹込みのうち少
なくとも１つで加工される、項目５２に記載の方法。
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